
大臣官房厚生科学課 （厚生科学課長 三浦 公嗣）  

今後も、外部評価を積極的に活用し、機関運営と研究実施・推進の両面から、定期的な     評価を進めて行  

今後も、外部評価を積極的に活用し、機関運営と研究実施・推進の両面から、定期的な     評価を進めて行  
くと共に、事業の必要性、計画の見直し、予算要求等に反映  

理職を対象に、  
リーダ     ーシップに関  

＊アウトプット指標・アウトカム指標は、該当する施策小目標で設定している指標を中心に記載  
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政策評価体系上の位置付、通し番号  ⅩⅠ－1－1 －（3）  別表1－3  

1・「     ニ               －lノ n■  

譲葉秦都    国立社会保障・人口問題研究所の試験研究に必要な経可藁葺業＊鵠拳範ニ、  平成8年度  

；！・  

大臣官房厚生科学課 （厚生科学課長 三浦 公嗣）   

丑   拠弾 く  ・ 
文   き葦（や  ． 厚生労働省設置法（平成11年法律第97号）   

セ義〉て警与 

騨廃す古議知  
計同等  

「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」（平成17年8月25日厚生科学課長決定 平成22年4月1日改定）   

（項）厚生労働本省試験研究所試験研究費      （大事項）国立社会保障・人口問題研究所 

予算体系  の試験研究に必要な経費  
（目）   

■直接実施  

口業務委託等（委託先等 ）  

：，試験研究旅費：1．993，外国旅責：1，631  
1，069，試験研究貴：155．607，庁費21   
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＊アウトプット指標・アウトカム指標は、該当する施策小目標で設定している指標を中心に記載  
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価体系上の位置付、通し番号  二氾－1－1 －（4）  別表1－4  

筆  紺野浮二 、    ′r■・．やす㍗薄絹．ヒ、・一ぜ凱。ノ†しり        ウやゝ．軒1，ノニ、－  
襟  剰  業蕪    凝鯖 救ごプ  国立感染症研究所の試験研究に必要な経費 際享欒細  平成9年度   

ーー     ■    遜鹿追紹禦－ゞチう轟  

l±コ‾     ・聖t≡           ■望ム≡     ‾‾ミ   ′ヽ点                      大臣呂居厚生科学課 （厚生科学課長 二浦 ぶ嗣）   

磯拠法 華；（こ      箋  厚生労働省設置法（平成11年法律第97号）  
ぐ 

岬   廃す  
計   

「厚生労働省の科学研究開発評価に閲する指針」（平成17年8月25日厚生科学課長決定 平       成22年4月1日改定）   

（項）厚生労働本省試験研究所試験研究費  

車    算体系  （大事項）国立感染症研究所の試験研究に必要な経費  

（目）  

■直接実施  

ロ業務委託等（委託先等 ）  

感染症等の病原及び病因の検索、予防治療方法の研究並びに細菌学的及び生物学的       試験研究、生物学的  
製剤、抗菌性物質及びその製靴消毒剤、殺虫剤及び殺鼠剤の生物学的検査等  
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